
 

行政のデジタル化に関する提言 
 

 行政のデジタル化を実現するため、国は、次の事項について適切かつ積極的

な措置を講じられたい。 

 

１．５Ｇなどの情報通信基盤は地域の発展に不可欠な21世紀の基幹インフラで

あり、全国への速やかな展開が極めて重要であることから、未整備地域の整

備が促進されるよう、必要な支援措置を継続すること。 

  また、情報通信格差是正のために整備した情報通信基盤については、維持

管理や更新に対する財政措置等を講じること。 

 

２．デジタルデバイド対策について、独自の取組を行う都市自治体への必要な

支援を行うこと。 

 

３．地上デジタルテレビ放送移行により必要となった辺地共聴施設等について

は、維持管理や更新等に対して十分な財政措置を講じること。 

 

４．都市自治体が運営するケーブルテレビ局の経営の安定を図るため、支援措

置等を講じること。 

 

５．都市自治体におけるテレワークについては、現在、実証実験が行われてい

る自治体テレワークシステムの本格運用を早期に実現すること。 

  また、自治体におけるテレワーク環境の整備について、必要な財政支援を

行うこと。 

 

６．行政手続のオンライン化について 

（１）使用料や手数料の納付を伴う行政手続きについて、二次元バーコードや

電子マネーなどのキャッシュレス決済機能を実装し、申請から支払いまで

一元的に対応できるシステムを整備すること。 

（２）行政手続のオンライン化を推進するため、対面での申請が義務付けられ

ている行政手続きの規制緩和等、自治体の窓口対応の効率化や省力化に資

するよう関係制度の改善を図ること。 



 

   また、都市自治体に対し適切な技術的指導、財政支援等を行うこと。 

 

７．ＬＧＷＡＮの利便性向上のため、必要となる帯域の確保とともに利用しや

すい接続料金とすること。 

  




